
「調剤報酬実務必携2024年6月版(第1刷)」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫び訂正いたします。

頁 該当箇所 誤 正

22点 12点

85％超 85％以下

次頁へ

正　誤　表

調剤報酬点数表

薬学管理料

乳幼児服薬指導加算(6歳未満の乳幼児)

46

調剤基本料の施設基準

調剤基本料3　ハ

処方箋集中率



67
1)調剤管理料

［算定要件］　◆
調剤管理料が新設 調剤管理料が新設（2022年4月施行）

71
2)服薬管理指導料の加算

④ 特定薬剤管理指導加算3　イ)
RPM RMP

76
4)かかりつけ薬剤師指導料の加算

④ 特定薬剤管理指導加算3　イ)
RPM RMP

2024年6月1日

株式会社北海道医薬総合研究所

56
② 連携強化加算(改定)

［算定要件］［施設基準］

［算定要件］

地域支援体制加算を算定し、かつ以下の施設基準を満たす

［施設基準］

□他薬局等との連携体制の整備

□災害や新興感染症発生時等に医薬品供給や地域の衛生管

理対応の体制を確保

・災害や新興感染症の発生時等に人員派遣等の協力等を行

う。また、薬局の体制や対応について手順書等を作成

し、職員に共有する。

・医薬品の供給や地域の衛生管理について、薬局内研修

等、必要な体制の整備を行う。

□地域の協議会・研修等に参加し、必要に応じて地域の他の

保険薬局等に共有

□体制確保をインターネット等で広く周知

・薬局内・薬局のホームページへの掲示。自治体や関係団

体等（都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等）のホーム

ページ等においても、広く周知されていることが望まし

い。

□災害や新興感染症発生時等の自治体からの協力要請に必要

な対応を実施

・ＰＣＲ等検査無料化事業に係る検査実施

・検査実施事業者として登録されていることについて、自

治体等のホームページ等において広く周知されているこ

と。（届け出時にウェブページのコピー等を添付）

［算定要件］

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし

て地方厚生局長等に届け出た保険薬局においた場合

［施設基準］

□「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を

受けた保険薬局であること。

□災害の発生時等において、他の保健薬局等との連携により

非常時における対応につき必要な体制が整備されているこ

と。

□情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が

整備されていること。


